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 マイナンバー（個人番号）を記載した申告書等の提出時における本人確認書類について

　マイナンバー制度に係る法令の規定により、退職事由発生日が平成28年１月１日以降であ
る被共済者について、退職金支払いに係る法定調書を税務署に提出する場合にはマイナン
バーを記載する必要があります。
　「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（以下、番
号法）第16条に基づき、マイナンバーを記載した申告書等の提出の際は、本人確認をさせて
いただきます。
　本人確認の書類として下記の書類をご用意ください。

請求する人の提出書類

番号確認（正しい番号であることの確認） 身元確認書類（番号の持ち主であることの確認）

マイナンバー入り住民票
発行から３ヶ月以内の原本。
コピーしたものや切り離しは無効です。

運転免許証 /運転経歴証明書 /
健康保険被保険者証または資格確認書/各種年金手帳/
パスポート /在留カード /特別永住者証明書

身元確認書類は、氏名、住所、生年月日、有効期
限が確認できる面をコピーしてください。
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